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表紙*電子提供措置用*

証券コード：3922

第 2 1回 定時株主総会

招集ご通知
▶▶▶

開催日時

　

2026年５月27日（水曜日）午前10時
受付開始：午前９時30分

開催場所

　

東京都港区赤坂一丁目11番44号

赤坂インターシティ８階

株式会社ＰＲ　ＴＩＭＥＳ

本社オフィス内

議　　案

　

第１号議案　剰余金配当の件

第２号議案　取締役５名選任の件

第３号議案　監査役１名選任の件

第４号議案　取締役（社外取締役を除

く。）に対する譲渡制限付株式の割当て

のための報酬決定の件
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招集ご通知

株主各位 証券コード　3922
2026年５月12日

（電子提供措置の開始日）2026年５月１日

東京都港区赤坂一丁目1 1番 4 4号

株式会社ＰＲ ＴＩＭＥＳ
代表取締役社長 山 口 拓 己

当社ウェブサイト https://prtimes.co.jp/ir/meeting.html

上場会社情報サービス

（東京証券取引所）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

株主総会ポータル

（三井住友信託銀行）
https://www.soukai-portal.net

株主総会資料

掲載ウェブサイト
https://d.sokai.jp/3922/teiji/

第21回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

　さて、当社第21回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご案内申し上げます。

　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）につい

て電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイト及び以下の各ウェブサイトに

「第21回定時株主総会招集ご通知」として掲載しておりますので、当社ウェブサイト等にアクセスの

うえ、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

当社コーポレートサイト（prtimes.co.jp）にアクセスいただき、上部の「IR」、IRページ「株式に

ついて」欄より「株主総会」を順に選択いただくことでも、上記ウェブサイトをご確認することが可

能です。

「銘柄名（会社名）」に「ＰＲ　ＴＩＭＥＳ」又は「コード」に当社証券コード「3922」を入力・検

索し、「基本情報」「縦覧書類／PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知

／株主総会資料」欄よりご確認ください。

議決権行使書用紙にあるＱＲコードを読み取るか、ＩＤ・初期パスワードをご入力ください。
※ＱＲコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。

－ 1 －
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招集ご通知

■１ 日　　時 2026年５月27日（水曜日）午前10時(受付開始午前９時30分)

■２ 場　　所 東京都港区赤坂一丁目11番44号
赤坂インターシティ８階 株式会社PR TIMES 本社オフィス内

（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

■３ 開催方法 ハイブリッド出席型バーチャル株主総会
（会場での株主総会の出席に加え、当日会場にお越しいただくことなく、イン
ターネット等の手段を用いて、株主総会に会社法上の「出席」（以下、「バー
チャル出席」）をすることができます。）

■４ 目的事項 報告事項 １. 第21期（2025年３月１日から2026年２月28日まで）事業報
告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算
書類監査結果報告の件

２. 第21期（2025年３月１日から2026年２月28日まで）計算書類
報告の件

■５ 決議事項 第１号議案　剰余金配当の件

第２号議案　取締役５名選任の件

第３号議案　監査役１名選任の件

第４号議案　取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのた

めの報酬決定の件

■６ 招集にあたっての
決定事項

(1) 議決権行使につきましては、本通知の「議決権行使についてのご案内」
をご確認ください。

(2) 書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面に記載していな
い事項につきましては、本通知の「交付書面に記載しない事項」をご確
認ください。

(3) 代理人による出席を希望される株主様は、法令及び定款等の定めに従
い、当日会場出席される株主様１名に委任いただきますようお願いしま
す。

(4) 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社
ウェブサイト及び各ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後
の事項を掲載いたします。

　なお、当日ご出席されない場合は、インターネット等又は書面（郵送）によって議決権を行使する
ことができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2026年５月26日（火曜日）午
後７時までに議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。

敬　具

記

以　上

－ 2 －
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招集ご通知

交付書面に記載しない事項

電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款第15条第２項の規定に基づ
き、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。従って、書面
交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面は、監査報告を作成するに際し、監査役及び会計
監査人が監査をした対象書類の一部であります。

連結計算書類の以下の事項
・連結注記表

計算書類の以下の事項
・個別注記表

－ 3 －
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議決権行使のご案内

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申し
あげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に

ご出席される場合

インターネット等で議決権

を行使される場合

書面（郵送）で議決権を

行使される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご

提出ください。

次ページの案内に従って、議案の

賛否をご入力ください。

議決権行使書用紙に議案に対する賛否

をご表示のうえ、ご返送ください。

日　時 行使期限 行使期限

2026年５月27日（水曜日）

午前10時（受付開始:午前９時30分）

2026年５月26日（火曜日）

午後７時入力完了分まで

2026年５月26日（火曜日）

午後７時到着分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

※機関投資家の皆様に関しましては、本総会につき、株式会社ICJの運営する「議決権電子行使プラットフォーム」から電磁的

方法による議決権行使を行っていただくことも可能です。

こちらに議案の賛否をご記入ください。

第１、３、４号議案

賛成の場合 「賛」の欄に〇印

反対する場合 「否」の欄に〇印

第２号議案

全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印

全員反対する場合 「否」の欄に〇印

一部の候補者を

反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、

反対する候補者の番号を

ご記入ください。

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

※議決権行使書用紙はイメージです。

見 本

・インターネット等および書面（郵送）の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議
決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われ
たものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

・書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示
があったものとしてお取り扱いいたします。

－ 4 －
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議決権行使のご案内

インターネットによる
議決権行使方法のご案内

インターネット行使期限
2026年５月26日（火）午後７時まで

　

事前質問受付のご案内 事前質問受付期限　2026年５月12日（火）午前０時から
５月22日（金）午後５時まで

ご注意事項  

●一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、議決権

行使書用紙に記載の「議決権行使コード」「パスワード」をご

入力いただく必要があります。

●1・4・7・10月の第1月曜日0:00～5:00は、メンテナンスのため

ご利用いただけません。

 お問い合わせ

三井住友信託銀行
証券代行ウェブサポート
専用ダイヤル

0120-652-031
(受付時間 9時～21時)

ぜひQ&Aも
ご確認ください。

スマートフォン等による議決権行使方法

2 株主総会ポータル®トップ画面

から「議決権行使へ」ボタンを

タップします。

1 議決権行使書用紙に記載の

QRコード®を読み取ります。

※QRコードは（株）デンソーウェーブ

の登録商標です。

3 スマート行使®トップ画面が表示

されます。以降は画面の案内に

従って賛否をご入力ください。

PC等による議決権行使方法

以下のURLより議決権行使書用紙に記載のログインID・パスワードをご入力のうえアクセスしてください。ログ
イン以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

株主総会ポータルURL　▶https://www.soukai-portal.net
議決権行使ウェブサイトからも議決権行使が可能です。　▶https://www.web54.net

本株主総会においては、株主総会ポータルを通じて、株主様より議案に関するご質問を事前に承ります。いただ
いたご質問の中で株主の皆さまの関心が高いと思われるご質問については、本株主総会にて取り上げさせていた
だきます。上記の議決権行使方法と同様に、株主総会ポータルにアクセスいただき、トップ画面から「事前質問
へ」ボタンをタップ／クリックします。「事前質問のご入力」画面が表示されますので、以降は画面の案内に従
ってご質問をご入力ください。
※事前質問の範囲は、本総会における目的事項に関連する事項に限られること、質疑応答時間に限りがございますので、いた
だいたご質問のすべてにご回答しかねる場合があることについては、あらかじめご了承ください。
また、事前質問は、お一人様２問まで（１回当たり最大300文字まで）とさせていただきます。

－ 5 －
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株主様へのご案内

１．バーチャル出席の方法

　 株主様専用ウェブサイト：https://3922.ksoukai.jp

２．ご質問の方法・取扱い

バーチャル出席される株主様へのご案内

本株主総会は、実際の会場にご来場いただくほか、インターネット等の手段を用いてバーチャル出席

することによって、議決権の行使等が可能なハイブリッド出席型バーチャル株主総会となっておりま

す。バーチャル出席の方法等につきましては、以下をご確認ください。

(1)バーチャル出席を希望される株主様は、次の株主様専用ウェブサイトにアクセスしてください。

(2)本招集ご通知に同封の「バーチャル株主総会出席方法のお知らせ」に記載のID・パスワードをご

入力のうえ、ログインください。

(3)株主様専用ウェブサイトにて「出席を申し込む」ボタンを押下してください。

(4)出席申込みフォームで、「バーチャル出席」を選択し、「申し込む」ボタンを押下してくださ

い。

(5)開場時間になりましたら「出席」ボタンが活性化いたします。「出席」ボタンを押下して、バー

チャル出席してください。

※以下の日時で視聴確認用のテストページが問題なく表示されるか、ご確認いただけます。

　2026年５月１日（金曜日）午前０時から同年５月27日（水曜日）午前９時まで

総会当日にご質問を希望される場合には、議長の指示に従い、質問を行っていただきますようお願い

します。

総会当日のご質問の方法は、次のとおりです。

(1)ライブ配信画面の「質疑」のタブをクリックします。

(2)ご質問をテキスト形式でご入力いただき、「次へ」ボタンを押下します。

(3)内容をご確認のうえ、「送信する」ボタンを押下します。

バーチャル出席株主様による質問の範囲は、本総会における目的事項に関連する事項に限られるこ

と、質疑応答時間に限りがございますので、いただいたご質問のすべてにご回答しかねる場合がある

ことについては、あらかじめご了承ください。

また、バーチャル出席株主様からのご質問は、お一人様２問まで（１回当たり最大300文字まで）と

させていただきます。

－ 6 －
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株主様へのご案内

３．動議の取扱い

４．議決権の行使方法

５．その他の注意事項

動議につきましては、システム等の都合上、取り上げることが困難な場合があるため、バーチャル出
席株主様からの提出は受け付けないこととさせていただきます。動議を提出する可能性がある株主様
は会場出席ください。
また、同様に、総会当日、会場出席株主様から動議が提出された場合など、招集通知に記載のない件
について採決が必要になった場合には、バーチャル出席株主様は、事前に書面又はインターネットに
より議決権を行使して当日出席しない株主様の取扱いに準じて、棄権又は欠席として取扱うことにな
りますので、あらかじめご了承ください。

バーチャル出席株主様は、総会当日、議事の内容をご覧いただいたうえで、議決権を行使いただくこ
とが可能です。
議決権を行使いただくための手順は、次のとおりです。
※あらかじめ上述の「１．バーチャル出席の方法」をご参照のうえ、出席申込みをお願いいたしま
す。
(1)ライブ配信画面の「議決権行使」のタブをクリックします。
(2)決議事項について、「賛成」又は「反対」を選択ください。すべての決議事項に対して「賛成」

又は「反対」ボタンを押下した後、下部の「行使する」ボタンを押下します。

(1)バーチャル出席に対応している言語は、日本語になりますことをご了承ください。
(2)当社は、バーチャル株主総会の開催にあたり、合理的な範囲で通信障害等への対策を行います

が、通信障害等により、株主様がバーチャル出席できない場合や議決権等を行使できない場合が
ございます。当社としては、これらによってバーチャル出席株主様が被った不利益に関し、一切
の責任を負いかねますことをご了承ください。

(3)同じ質問を多数回連続して送信したり、不適切な内容を含む質問を繰返し送信したりするなど、
議事の進行やバーチャル株主総会システムの安定的な運営に支障があると議長が判断した場合に
は、その指揮命令に従い、当該バーチャル出席株主様との通信を強制的に途絶させていただく場
合がございます。

(4)バーチャル出席用のURL及びID・パスワードを第三者と共有すること、本総会の模様を録音、録
画、公開等することは、お断りさせていただきます。

(5)当社がやむを得ないと判断した場合、バーチャル株主総会の内容を一部変更又は中止とさせてい
ただく場合がございます。

(6)システム障害等の緊急の事態や事情変更への対応等、バーチャル株主総会の運営に変更が生じる
場合には、当社ウェブサイト（https://prtimes.co.jp/ir/meeting.html）においてお知らせいた
しますので、適宜ご確認ください。

(7)ライブ配信の映像品質は、ご視聴のインターネット通信環境に応じて自動調整されます。ご視聴
中に通信環境の悪化などにより映像品質が低下することがありますので、あらかじめご了承くだ
さい。

－ 7 －
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株主様へのご案内

６．お問い合わせ先

バーチャル株主総会に関してご不明な点がある場合は、電話によるお問い合わせに対応していますの

で、本招集ご通知に同封の「バーチャル株主総会出席方法のお知らせ」をお手元にご準備のうえ、後

述の窓口までお問い合わせください。

なお、インターネットへの接続方法、ご利用のパソコン・スマートフォン等の機能、株主様側の環境

等が原因と思われるトラブルについては、ご回答しかねますので、あらかじめご了承ください。

また、バーチャル出席用のID・パスワードが不明な場合は、それらを記載した用紙をご登録の住所に

送付いたします。総会開催日の５営業日前（2026年５月20日（水曜日）午後５時）まで、発行受付が

可能です。ID・パスワードについて、電話でのご回答はいたしかねますので、ご了承ください。

＜バーチャル株主総会一般に関するお問い合わせ＞

三井住友信託銀行バーチャル株主総会サポート専用ダイヤル

0120-782-041（受付：午前９時～午後５時。土日休日を除きます。）

＜バーチャル株主総会当日のログイン後のシステムに関するお問い合わせ＞

株式会社ブイキューブ

03-6833-6239（受付：2026年５月27日（水曜日）午前９時～株主総会終了）

－ 8 －
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剰余金配当の件 

第１号議案 剰余金配当の件

(1) 配当財産の種類 金銭といたします。

(2) 配当財産の割当てに関する事項

及びその総額

当社普通株式１株につき金 13円80銭

（総額 186,412,263円）

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日 2026年５月28日

株主総会参考書類

議案及び参考事項

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

　　期末配当に関する事項

当社は、内部留保の再投資による持続的な事業成長と収益拡大、そして株主還元の好循環を目

指して、DOE(株主資本配当率※)２%以上を基準に累進配当を志向し、配当を実施する方針で

す。

※DOE（株主資本配当率）：年間配当総額÷株主資本×100

上記の方針に従い、期末配当については次のとおりといたしたいと存じます。

－ 9 －
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取締役５名選任の件

第２号議案 取締役５名選任の件

候補者番号 氏　名 現在の当社における地位

1
やま

山
ぐち

口
 

　
たく

拓
み

己 代表取締役社長 重 任
　

2
み

三
しま

島
 

　
あき

映
ひろ

拓
取締役
コーポレートコミュニケーション
部長

重 任

　

3
すず

鈴
き

木
 

　
けい

啓
た

太 社外取締役 重 任 社 外 独 立

　

4
お

小
ざわ

澤
 

　
ひろ

浩
こ

子 社外取締役 重 任 社 外 独 立

　

5
すず

鈴
き

木
 

　
たか

孝
つぐ

二 社外取締役 新 任 社 外 独 立

　

重 任

　
重任取締役候補者 新 任

　
新任取締役候補者 社 外

　
社外取締役候補者 独 立

　
証券取引所の定めに基づく独立役員

　取締役全員（６名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、引き続きコ

ーポレート・ガバナンスの更なる強化を図るため、社外取締役３名を含む取締役５名の選任をお願い

するものであります。また、引き続き、女性取締役を候補者とすることにより、取締役会の一層の多

様性を進めます。

　なお、本議案が原案通り承認された場合、社外取締役は過半数となります。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

－ 10 －
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取締役５名選任の件

候補者番号

1
やま

山
 

 
ぐち

口
 

　
たく

拓
 

 
み

己 （1974年１月12日生）
所有する当社の株式数…………… 829,011株

取締役会への出席回数…………… 13回/13回
　　

重 任

　

［略歴、当社における地位及び担当］

1996年４月 山一證券㈱入社

1997年４月 ㈱ガルフネットコミュニケーション

入社

1999年10月 デロイトトーマツコンサルティング

㈱(現 アビームコンサルティング

㈱) 入社

2006年３月 ㈱ベクトル入社

2006年６月 同社取締役就任

2007年１月 当社取締役就任

2009年５月 当社代表取締役社長就任(現任)

2011年６月 ㈱セカンドニュース代表取締役就任

㈱ストレートプレスネットワーク

（現㈱PR TIMESと合併）代表取締役

就任

2016年10月 ㈱ＰＲリサーチ（現㈱PR TIMESと合

併）取締役就任

2020年１月 ㈱グッドパッチ社外取締役就任

2023年３月 ㈱グルコース取締役就任（現任）

2023年12月 ㈱NAVICUS取締役就任（現在）

［重要な兼職の状況］

㈱グルコース取締役

㈱NAVICUS取締役

取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

　当社の創業当初から取締役として経営に参画し、2009年に代表取締役就任以降は経営者として当社の

成長に多大な貢献を果たしてきました。

　かかる実績に基づき、当社の今後のさらなる成長、発展のために適任であると判断し、引き続き取締

役候補者といたしました。

　

－ 11 －
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取締役５名選任の件

候補者番号

2
み

三
 

 
しま

島
 

　
あき

映
 

 
ひろ

拓 （1980年３月26日生）
所有する当社の株式数…………… 121,959株

取締役会への出席回数…………… 13回/13回
　　

重 任

　

［略歴、当社における地位及び担当］

2005年３月 ㈱ベクトル入社

2007年８月 当社入社

2015年３月 当社執行役員サービス本部長就任

2017年５月 当社取締役経営企画本部長就任

2019年10月 当社取締役経営管理本部長就任

2022年12月 ㈱THE BRIDGE取締役就任（現任）

2023年９月 当社取締役PR・HR本部長就任

2025年４月 当社取締役PR本部長就任

2026年４月 当社取締役コーポレートコミュニケ

ーション部長就任（現任）

取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

　当社の創業期からサービス事業に関与し、取締役就任後は経営企画本部長、経営管理本部長を歴任

し、当社において幅広い業務執行を行うとともに、中長期的な経営意思決定に携わった経験を有してい

ます。

　かかる実績に基づき、当社の今後のさらなる成長、発展のために取締役として適任であると判断し、

引き続き取締役候補者といたしました。

　

候補者番号

3
すず

鈴
 

 
き

木
 

　
けい

啓
 

 
た

太 （1981年７月８日生）
所有する当社の株式数…………… －株

取締役会への出席回数…………… 13回/13回
　　

重 任

社 外

独 立

　

［略歴、当社における地位及び担当］

2000年２月 浦和レッドダイヤモンズ入団

2015年10月 AuB㈱代表取締役就任(現任)

2016年１月 浦和レッドダイヤモンズ退団、現役

引退

2016年９月 ㈱ランシステム社外取締役就任

2020年５月 当社社外取締役就任（現任）

［重要な兼職の状況］

AuB㈱代表取締役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

　元プロサッカー選手として日本代表（A代表）に招集されるなど活躍をされ、現役引退後はバイオベ

ンチャーのAuB株式会社を起業し、代表取締役として経営されております。当社社外取締役に就任以

来、独立した立場から幅広い経験や知見に基づく適切な助言、監督を行っていただいております。

　かかる実績に基づき、今後も独立した社外取締役として、取締役会等の意思決定に独立した第三者的

観点からの助言等を期待できるものと判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。

　

－ 12 －
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取締役５名選任の件

候補者番号

4
お

小
 

 
ざわ

澤
 

　
ひろ

浩
 

 
こ

子 （1961年12月15日生）
所有する当社の株式数…………… 2,900株

取締役会への出席回数…………… 13回/13回
　　

重 任

社 外

独 立

　

［略歴、当社における地位及び担当］

1985年４月 ソニー㈱（現ソニーグループ株式会

社）入社

1991年８月 ソニー・ドイツ Personal Audio 

Product Manager就任

1997年12月 ソニー㈱（現ソニーグループ㈱）海

外マーケティング本部

1999年８月 同社イベント＆スポーツエンタテイ

ンメント推進部

2001年７月 ㈱ソニー・ピクチャーズエンタテイ

ンメント出向

2007年９月 ㈱AXNジャパン出向　取締役副社長

兼ゼネラルマネージャー就任

2008年10月 ㈱ミステリチャンネル出向　取締役

副社長兼ゼネラルマネージャー就任

（兼任）

2015年６月 ㈱アニマックスブロードキャスト・

ジャパン　社外取締役就任（兼任）

2015年10月 ㈱スター・チャンネル出向　代表取

締役副社長就任

2018年11月 ㈱ソニー・ピクチャーズエンタテイ

ンメントVice President

2021年６月 ㈱ノジマ社外取締役就任

2022年５月 当社社外取締役就任（現任）

2022年５月 ㈱セシール社外取締役就任

2023年３月 ㈱アウトソーシング社外取締役就任

2023年６月 サンコール㈱社外取締役就任（現

任）

2024年６月 九州旅客鉄道㈱社外取締役就任（現

任）

［重要な兼職の状況］

サンコール㈱社外取締役

九州旅客鉄道㈱社外取締役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

　ソニーグループのエンタテインメント企業で積んだ経営経験、海外事業経験や業界団体でのダイバー

シティ推進活動の実績、多様な事業の運営を通して培ったマーケティング等に関する幅広い見識を有し

ております。当社社外取締役に就任以来、独立した立場から幅広い経験や知見に基づく適切な助言、監

督を行っていただいております。

　かかる実績に基づき、今後も独立した社外取締役として、取締役会等の意思決定に独立した第三者的

観点からの助言等を期待できるものと判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。

　

－ 13 －
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取締役５名選任の件

候補者番号

5
すず

鈴
 

 
き

木
 

　
たか

孝
 

 
つぐ

二 （1971年１月３日生）
所有する当社の株式数…………… －株

取締役会への出席回数…………… －回/－回
　　

新 任

社 外

独 立

　

［略歴、当社における地位及び担当］

1995年４月 ㈱日本ブレーンセンター入社

2000年１月 エン・ジャパン㈱（現エン㈱）取締

役就任

2008年６月 エン・ジャパン㈱（現エン㈱）代表

取締役社長就任

2010年９月 ウォールストリートアソシエイツ㈱

（現エンワールド・ジャパン㈱）取

締役就任

2013年４月 Navigos Group Vietnam Joint 

Stock Company取締役就任

2015年４月 エン・ジャパン㈱（現エン㈱）代表

取締役社長執行役員就任

2017年３月 エンワールド・ジャパン㈱代表取締

役会長就任

2020年４月 Navigos Group Vietnam Joint 

Stock Company取締役会長就任

2023年10月 Future Focus Infotech Pvt. Ltd.

取締役就任

2024年４月 エンＳＸ㈱取締役就任

2025年４月 エン・ジャパン㈱（現エン㈱）取締

役就任

2025年６月 B・BLUE partners㈱代表取締役社長

就任（現任）

2025年７月 ビヨンドアーチパートナーズ㈱シニ

ア・アドバイザー就任（現任）

2025年10月 ㈱Dirbato社外取締役就任（現任）

2025年11月 ペイクラウドホールディングス㈱ 

社外取締役就任（現任）

2025年12月 ㈱ユアルート社外取締役就任（現

任）

［重要な兼職の状況］

B・BLUE partners㈱代表取締役社長

ビヨンドアーチパートナーズ㈱シニア・アドバイザー

㈱Dirbato社外取締役

ペイクラウドホールディングス㈱社外取締役

㈱ユアルート社外取締役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

　エン・ジャパンの急成長を最前線で牽引した経験、創業者がいる中で上場企業の代表取締役を17年に

亘り務めた経営経験、人材業界が直面したリーマンショック等の危機を乗り越えた経験等の生きた知見

をもとに、経営と人事に関して的確な助言と監督を期待できると考えております。

　かかる実績に基づき、独立した社外取締役として、取締役会等の意思決定に独立した第三者的観点か

らの助言等を期待できるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。

　

－ 14 －
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取締役５名選任の件

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

２．鈴木啓太氏、小澤浩子氏及び鈴木孝二氏は、社外取締役候補者であります。

３．鈴木啓太氏及び小澤浩子氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間

は、本総会の終結の時をもってそれぞれ６年及び４年となります。

４．当社と社外取締役候補者である鈴木啓太氏及び小澤浩子氏は、会社法第427条第１項の規定に基づ

き、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を既に締結しており、各候補者の再任が承認

された場合には、当該契約を継続する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、

会社法第425条第１項に定める最低責任限度額といたします。また、鈴木孝二氏が選任された場合も

同様に同契約を締結する予定であります。

５．当社は、鈴木啓太氏及び小澤浩子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ておりま

す。各候補者が再任された場合には、当社は引き続き各候補者を独立役員とする予定であります。ま

た、鈴木孝二氏が選任された場合も、当社は独立役員とする予定であります。

６．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、

被保険者が負担することとなる損害賠償金及び係争費用等の損害を補填することとしております。本

議案が原案どおり承認され、各候補者が就任された場合は、各候補者は、当該保険契約の被保険者に

含められることとなり、また、当該保険契約は任期途中に同内容で更新される予定です。なお、当該

契約の内容の概要は、事業報告「役員等賠償責任保険契約に関する事項」に記載のとおりでありま

す。

－ 15 －
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監査役１名選任の件

第３号議案 監査役１名選任の件

ふじ

藤
 

 
た

田
 

　
とし

利
 

 
ゆき

之 （1971年９月４日生）
所有する当社の株式数…………… －株

取締役会への出席回数…………… 13/13回
　　

重 任

社 外

独 立

　

［略歴、当社における地位］

1995年11月 ㈱ソニー・クリエイティブプロダク

ツ入社

1996年９月 監査法人トーマツ（現 有限責任監

査法人トーマツ）入所

1999年３月 公認会計士登録

2000年９月 ㈱フレームワークス入社

2000年12月 同社取締役管理本部長就任

2005年４月 ㈱KPMG FAS入社

2012年４月 ㈱レアジョブ入社

2012年６月 同社取締役就任

2015年６月 同社取締役副社長就任

2019年10月 ㈱スタジアム社外監査役就任

2021年６月 同社取締役就任

2021年10月 ㈱パワーエックス入社

2022年３月 同社執行役コーポレート領域管掌 

CFO就任（現任）

2022年５月 当社社外監査役就任（現任）

［重要な兼職の状況］

㈱パワーエックス執行役コーポレート領域管掌CFO

社外監査役候補者とした理由

　社外監査役である藤田利之氏は、公認会計士として会計に関する深い知識と経験を有しており、ま

た、CFOとして企業経営の豊富な経験を有しており、主に当社の財務会計面に関する監査を期待し、引

き続き社外監査役候補者といたしました。

　

　監査役藤田利之は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役１名の選

任をお願いするものであります。

　なお、本議案につきましては、予め監査役会の同意を得ております。

　監査役候補者は、次のとおりであります。

（注）１．藤田利之氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．藤田利之氏は、社外監査役候補者であります。
３．藤田利之氏は、現在、当社の社外監査役でありますが、社外監査役としての在任期間は、本総会

の終結の時をもって４年となります。
４．当社と社外監査役候補者である藤田利之氏は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423

条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。同氏の再任が承認された場合に
は、当該契約を継続する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第
425条第１項に定める最低限度額といたします。

５．当社は藤田利之氏を東京証券取引所の規定に基づく独立役員として届け出ております。藤田利之
氏が選任された場合には、当社は引き続き独立役員とする予定であります。

６．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結
し、被保険者が負担することとなる損害賠償金及び係争費用等の損害を填補することとしており
ます。本議案が原案どおり承認され、藤田利之氏が監査役に就任された場合は、当該保険契約の
被保険者に含まれることとなり、また、当該保険契約は任期途中に同内容で更新される予定で
す。なお、当該契約の内容の概要は、事業報告「役員等賠償責任保険契約に関する事項」に記載
のとおりであります。
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取締役及び監査役のスキルマトリックス

氏名 役職 性別
上場企業の
代表者経験

ＰＲ（パブリック
リレーションズ）

市場開拓・
マーケティング

事業開発・
イノベーション

グローバルで
戦い抜いた経験

財務・会計

山口　拓己 代表取締役社長 男性 ○ ○ ○ ○ ○

三島　映拓
取締役
コーポレートコミュ
ニケーション部長

男性 ○ ○

鈴木　啓太
取締役
（社外・独立）

男性 ○ ○ ○

小澤　浩子
取締役
（社外・独立）

女性 ○ ○

鈴木　孝二
取締役
（社外・独立）

男性 ○ ○

髙田　裕久
常勤監査役
（社外・独立）

男性 ○

藤田　利之
監査役
（社外・独立）

男性 ○

南　知果
監査役
（社外・独立）

女性

氏名 役職 性別 法務
コンプライアンス・

危機管理
組織・

人材開発
テクノロジー

活用思考
当社ミッション
思考・文化醸成

山口　拓己 代表取締役社長 男性 ○ ○ ○

三島　映拓
取締役
コーポレートコミュ
ニケーション部長

男性 ○ ○ ○ ○ ○

鈴木　啓太
取締役
（社外・独立）

男性 ○

小澤　浩子
取締役
（社外・独立）

女性 ○

鈴木　孝二
取締役
（社外・独立）

男性 ○ ○

髙田　裕久
常勤監査役
（社外・独立）

男性 ○

藤田　利之
監査役
（社外・独立）

男性 ○

南　知果
監査役
（社外・独立）

女性 ○ ○

（ご参考）取締役及び監査役のスキルマトリックス

　スキルマトリックスとは、取締役会が監督機能を発揮するために、重要な知識・経験・能力といった「スキル（専門性）」

と「多様性」の組み合わせを一覧表にまとめたものです。各項目については、当社の事業特性や事業環境の変化に応じて適宜

見直しを行ってまいります。
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取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

第４号議案
取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株
式の割当てのための報酬決定の件

　当社の取締役の報酬額は、2021年５月26日開催の当社第16回定時株主総会において、年額200百万

円以内（うち社外取締役は年額40百万円以内、使用人兼取締役の使用人分の給与は含まない。）とし

て、また、2024年５月29日開催の当社第19回定時株主総会において、当該報酬額とは別枠として、譲

渡制限付株式報酬として支給する金銭報酬債権の総額を年額120百万円以内（うち社外取締役は年額

24百万円以内）とすること及び各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数は65,000株（う

ち社外取締役は13,000株）を上限とすること等についてご承認をいただいております。

　今般、当社は、当社の取締役（社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。）が、当社株式

を保有することで株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上へ

の貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、対象取締役に対し、従前の譲渡制限付株式に加

え、新たな譲渡制限付株式を下記のとおり割り当てることといたしたいと存じます。

　つきましては、対象取締役の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案いたしまして、新たな譲渡制限付

株式の付与のために支給する金銭報酬債権を、上記の譲渡制限付株式報酬として支給する金銭報酬債

権の総額の範囲内で、支給いたしたいと存じます。なお、譲渡制限付株式の割当ては、対象取締役の

貢献度等諸般の事項を総合的に勘案して決定しており、下記２．に定める各事業年度において割り当

てる譲渡制限付株式の数の上限が発行済株式総数に占める割合は0.48％程度（10年間に亘り、当該上

限となる数の譲渡制限付株式を発行した場合における発行済株式総数に占める割合は4.58％程度）と

希釈化率は軽微であることから、その内容は相当なものであると考えております。

　本議案をご承認いただいた場合、ご承認いただいた内容とも整合するよう、本株主総会終結後の当

社取締役会において、事業報告に記載の「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」を、変更

することを予定しております。本議案は、当該変更後の方針に沿うものであり、相当な内容であると

判断しております。

　また、現在の当社の取締役は６名（うち社外取締役４名）であり、第２号議案のご承認が得られた

場合、取締役は５名（うち社外取締役３名）となり、対象取締役は１名となります。
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取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

記

対象取締役に対する譲渡制限付株式の具体的な内容及び数の上限

１．譲渡制限付株式の割当て及び払込み

　当社は、対象取締役に対し、当社取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式に関する報酬等として

上記の年額の範囲内で金銭報酬債権を支給し、各対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出

資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当てを受ける。

　なお、譲渡制限付株式の払込金額は、その発行又は処分に係る当社取締役会決議の日の前営業日

における東京証券取引所における当社普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、それ

に先立つ直近取引日の終値）を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける対象取締役に特に有

利な金額とならない範囲で当社取締役会において決定する。

　また、上記金銭報酬債権は、対象取締役が、上記の現物出資に同意していること及び下記３．に

定める内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結していることを条件として支給する。

２．譲渡制限付株式の総数

　対象取締役に対して割り当てる譲渡制限付株式（従前の譲渡制限付株式を含む。）の総数65,000

株を、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の数の上限とする。

　ただし、本議案の決議の日以降、当社普通株式の株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含

む。）又は株式併合が行われた場合その他これらの場合に準じて割り当てる譲渡制限付株式の総数

の調整を必要とする場合には、当該譲渡制限付株式の総数を合理的に調整することができる。

３．譲渡制限付株式割当契約の内容

　譲渡制限付株式の割当てに際し、当社取締役会決議に基づき、当社と譲渡制限付株式の割当てを

受ける対象取締役との間で締結する譲渡制限付株式割当契約は、以下の内容を含むものとする。

(1）譲渡制限の内容

　譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役は、５年以上で当社取締役会が定める期間（以

下、「譲渡制限期間」という。）、当該対象取締役に割り当てられた譲渡制限付株式（以下、

「本割当株式」という。）につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生

前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができない（以下、「譲渡制限」という。）。
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取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

(2）譲渡制限付株式の無償取得

　当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、当社取締役会が定める期間（以

下、「報酬対象期間」という。）が満了する前に当社の取締役を退任した場合及び報酬対象期

間満了後、譲渡制限期間が満了する前に当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位か

らも退任又は退職した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当

株式を当然に無償で取得する。

　また、本割当株式のうち、上記(1)の譲渡制限期間が満了した時点において下記(3)の譲渡制

限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、当社はこれを

当然に無償で取得する。

(3）譲渡制限の解除

　当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、譲渡制限期間中、継続して、当社

の取締役、執行役員又は使用人のいずれかの地位にあったことを条件として、本割当株式の全

部につき、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。

　ただし、当該対象取締役が、当社取締役会が正当と認める理由により、報酬対象期間が満了

する前に当社の取締役を退任した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限

を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。また、当該対象取締役が、当

社取締役会が正当と認める理由により、報酬対象期間満了後、譲渡制限期間が満了する前に当

社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、本割当株

式の全部につき譲渡制限を解除するものとし、譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理

的に調整するものとする。
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取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

(4）組織再編等における取扱い

　当社は、報酬対象期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式

交換契約又は株式移転契約その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会（ただし、当該

組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会）で

承認された場合（当該組織再編等の効力発生日が報酬対象期間が満了した時点より前に到来す

るときに限る。以下、「組織再編等承認時Ⅰ」という。）であって、かつ当該組織再編等に伴

い譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が当社の取締役を退任することとなる場合に

は、当社取締役会決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期

間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、

譲渡制限を解除する。また、組織再編等承認時Ⅰには、当社は、当該組織再編等の効力発生日

の前営業日をもって、同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取

得する。

　当社は、報酬対象期間満了後、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が

完全子会社となる株式交換契約又は株式移転契約その他の組織再編等に関する議案が当社の株

主総会（ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合において

は、当社取締役会）で承認された場合（当該組織再編等の効力発生日が報酬対象期間満了後、

譲渡制限期間が満了した時点より前に到来するときに限る。以下、「組織再編等承認時Ⅱ」と

いう。）であって、かつ当該組織再編等に伴い譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が

当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職することとなる場合に

は、当社取締役会決議により、本割当株式の全部につき、当該組織再編等の効力発生日に先立

ち、譲渡制限を解除する。また、組織再編等承認時Ⅱには、当社は、当該組織再編等の効力発

生日の前営業日をもって、同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償

で取得する。

以上
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当事業年度の事業の状況

(2025年３月１日から
2026年２月28日まで)

事　 業　 報　 告

１．企業集団の現況

(1) 当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果

当連結会計年度（2025年３月１日～2026年２月28日）の当社グループにおきましては、「行

動者発の情報が、人の心を揺さぶる時代へ」というミッションを実現するため、引き続き主力

事業であるプレスリリース配信サービス「PR TIMES」の基盤強化、SaaS型ビジネス向けツール

の「Jooto」及び「Tayori」の事業成長に向けた活動を中心に認知度向上並びに新たな顧客層

の獲得を目指してまいりました。

「PR TIMES」の利用企業社数は124,813社（前連結会計年度比14.9％増）に達し、国内上場

企業のうち65.6％の企業にご利用いただいており、プレスリリース件数は2025年10月に過去最

高となる月間46,645件を記録しております。また、配信先媒体数は11,014媒体、メディアユー

ザー数は29,307名、パートナーメディア数は268媒体となり、プレスリリースの月間サイト閲

覧数は2025年９月に7,369万PVを記録しております。

タスク・プロジェクト管理ツール「Jooto」とカスタマーサポートツール「Tayori」は、有

料利用数及び平均利用単価を重要指標として利用拡大及びサービス向上に取り組んでまいりま

した。その結果、「Jooto」の有料利用数は2,451社（前連結会計年度比4.3％減）、１社あた

りの平均利用単価は11,856円（前連結会計年度比19.2％増）となり、「Tayori」の有料利用数

は1,636アカウント（前連結会計年度比16.9％増）、１アカウントあたりの平均利用単価は

11,287円（前連結会計年度比50.7％増）となりました。

これらの結果、当連結会計年度の売上高は9,546,297千円（前連結会計年度比19.3％増）、

EBITDAは3,976,878千円（前連結会計年度比82.9％増）、営業利益は3,622,934千円（前連結会

計年度比93.0％増）、経常利益は3,611,230千円（前連結会計年度比92.8％増）、親会社株主

に帰属する当期純利益は2,397,882千円（前連結会計年度比114.3％増）となりました。

なお、当社グループの報告セグメントにおける「プレスリリース配信事業」の比率が極めて

高く、上記の事業全体に係る記載内容と概ね同一と考えられるため、セグメントごとの記載は

省略しております。

－ 22 －



2026/04/22 16:21:55 / 25287179_株式会社ＰＲ　ＴＩＭＥＳ_招集通知_電子提供措置用

当事業年度の事業の状況

②　設備投資の状況

当連結会計年度において、当社グループが実施いたしました設備投資の金額は23,892千円で

あります。主として、既存サービスの増強であります。これらの結果、当連結会計年度末の固

定資産残高は1,976,087千円となりました。

③　資金調達の状況

　該当事項はありません。

④　事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

　該当事項はありません。

⑤　他の会社の事業の譲受けの状況

　該当事項はありません。

⑥　吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

　該当事項はありません。

⑦　他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況

　該当事項はありません。
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財産及び損益の状況

区 分
第18期

自2022年３月１日
至2023年２月28日

第19期
自2023年３月１日
至2024年２月29日

第20期
自2024年３月１日
至2025年２月28日

第21期
(当連結会計年度)
自2025年３月１日
至2026年２月28日

売 上 高(千円) 5,706,238 6,836,966 8,003,435 9,546,297

経 常 利 益(千円) 1,188,704 1,717,188 1,873,309 3,611,230

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

(千円) 777,782 1,161,386 1,118,896 2,397,882

１株当たり当期純利益( 円 ) 57.96 86.60 83.17 177.73

総 資 産(千円) 5,265,368 7,071,492 8,241,684 11,584,908

純 資 産(千円) 4,466,515 5,662,903 6,904,499 9,275,966

１株当たり純資産額( 円 ) 333.01 421.20 506.74 676.46

区 分
第18期

自2022年３月１日
至2023年２月28日

第19期
自2023年３月１日
至2024年２月29日

第20期
自2024年３月１日
至2025年２月28日

第21期
（当事業年度）
自2025年３月１日
至2026年２月28日

売 上 高(千円) 5,670,472 6,531,352 7,282,865 8,559,237

経 常 利 益(千円) 1,189,135 1,743,299 1,772,506 3,503,411

当 期 純 利 益(千円) 778,362 1,183,173 1,133,526 2,279,484

１株当たり当期純利益( 円 ) 58.00 88.23 84.25 168.95

総 資 産(千円) 5,265,703 7,007,246 8,166,519 11,333,075

純 資 産(千円) 4,471,899 5,690,014 6,946,248 9,199,258

１株当たり純資産額( 円 ) 333.45 423.26 509.88 670.83

(2) 財産及び損益の状況

①　企業集団の財産及び損益の状況

②　当社の財産及び損益の状況
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重要な親会社及び子会社の状況

会 社 名 資 本 金
当 社 に 対 す る
議 決 権 比 率

当 社 と の 関 係

㈱ ベ ク ト ル 3,038,771千円 52.6％ プレスリリース配信サービスの提供

会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

㈱ T H E  B R I D G E 15,000千円 95％
ス タ ー ト ア ッ プ メ デ ィ ア
「BRIDGE」の運営及びこれに付
随する一切の事業

㈱ グ ル コ ー ス 12,000千円 100％
コンピューター用ソフトウエ
ア/ハードウエアの企画及び開
発、販売、保守等

㈱ N A V I C U S 100千円 70％
SNSマーケティング支援、SNS広
告運用支援、SNS分析ツール代
理販売

(3) 重要な親会社及び子会社の状況

①　親会社の状況

②　親会社等との間の取引に関する事項

　株式会社ベクトルとの取引につきましては、定期的に契約の見直しを行っております。ま

た、株式会社ベクトルに限らず関連当事者取引等については、経営戦略上または営業戦略上必

要な場合を除き、原則行わないという基本方針であります。関連当事者取引等の実施につきま

しては、少数株主の保護の観点から、当該取引が当社グループの経営の健全性を損なってはい

ないか、当該取引が合理的判断に照らして有効であるか、また、取引条件等は他の外部取引と

比較して適正であるか等に特に留意して、かつ、監査役会で審議を行い、取締役会の決議によ

り行う方針であります。

③　重要な子会社の状況
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対処すべき課題、主要な事業内容、主要な事業所、使用人の状況、主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項

(4) 対処すべき課題

　当社グループは、「行動者発の情報が、人の心を揺さぶる時代へ」というミッションを実現す

るために、以下の対処すべき主要な課題を認識しております。

①　「PR TIMES」の利用促進によるミッションの実現

　「PR TIMES」は2024年６月にプレスリリースの累計件数が200万件を超え、2025年11月には

累計利用企業社数が12万社を突破いたしました。プレスリリースは報道向け素材資料であり、

事実に基づいた公式な情報でありますが、近年大きく変化し単なる情報に留まらず、プレスリ

リースから、人の息遣いや、物語を感じられるようになってまいりました。時に人の心を揺さ

ぶり、社会に響くプレスリリースを活用することで、組織や事業に好影響を与えられる事業者

は全国にまだまだ多くいると考えておりますが、「PR TIMES」の活用はまだ一部に留まってい

るように感じております。地域や企業規模の垣根を越えて「PR TIMES」を活用いただき、一人

ひとりの行動から社会が動く実感を持てる社会を目指して事業を展開してまいります。

②　「PR TIMES」を超える事業の台頭

　2021年２月期以降、経営資源を収益の柱を担っている「PR TIMES」のほか、投資先行型の

SaaSサービスへも配分し、ポートフォリオを広げつつあります。その過程で、事業セグメント

をまたぐ部署異動や配置転換等による人的交流が増え、組織全体の活力向上に寄与しておりま

す。新たな挑戦や試行錯誤という言葉を逃げ道にせず、常に意味のある取組であるかどうかを

検証し、無駄をそぎ落としながら利益体質を堅持してまいります。

　近年AIが台頭する中、最新の有用な一次情報が集まる「PR TIMES」はAIの情報ソースとして

選ばれております。また、当社グループのSaaSサービスである「Jooto」と「Tayori」にとっ

てタスクを自律的に遂行しうるAI Agentは大きな事業機会となっていることからも、今後もAI

に投資しながら好機を活かした事業成長を図ってまいります。
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対処すべき課題、主要な事業内容、主要な事業所、使用人の状況、主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項

③　中期経営目標と株主還元

　当社グループは、当連結会計年度をもって2021年４月13日付で公表いたしました中期経営目

標「Milestone 2025」の最終年度を迎える中、野心的な財務目標として掲げていた営業利益35

億円を達成し、売上高の19期連続となる増収と営業利益の２期連続となる過去最高益の更新を

実現いたしました。しかしながら、これはあくまで通過点にすぎないと位置付け、新たにさら

に野心的な中期経営目標「Milestone 2030」を掲げ、収益力をさらに高めてその達成に向けて

取り組んでまいります。当社グループはこれまで、収益力を武器に、単年度では採算が合わな

い投資にも踏み込みながら、中長期的な競争優位を築き、収益力を向上させ、さらに再投資へ

とつなげるサイクルを確立してまいりました。翌連結会計年度は投資期と位置付け、この投資

サイクルのスピードと質をさらに高め、経営力を強化する機会と捉えております。

　また、当社は、2016年の株式上場以来継続していた無配方針を改め、前連結会計年度に初め

て配当を実施いたしました。当社は、DOE（株主資本配当率）２％以上を基準とした配当を継

続し、資本収益性と財務健全性を背景に、これまで蓄積してきた利益の実績に応じて配当額を

引き上げる「累進配当」を志向しております。配当を実施するようになったことで、当社が成

熟企業になったとは考えておらず、今後も積極的かつ規律ある投資を重ね、持続的な売上高の

成長と営業利益の拡大を両立してまいります。そして株主の皆様には、その成果を「累進配

当」によって毎期実感していただきたいと考えております。

事 業 区 分 事 業 内 容

プ レ ス リ リ ー ス 配 信 事 業 当社サービス（PR TIMES）の運営その他関連事業

そ の 他 システム開発事業、SNSマーケティング支援事業

(5) 主要な事業内容（2026年２月28日現在）

名 称 所 在 地

本 社 東京都港区赤坂一丁目11番44号

(6) 主要な事業所（2026年２月28日現在）

①　当社

－ 27 －



2026/04/22 16:21:55 / 25287179_株式会社ＰＲ　ＴＩＭＥＳ_招集通知_電子提供措置用

対処すべき課題、主要な事業内容、主要な事業所、使用人の状況、主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項

会 社 名 所 在 地

㈱ T H E  B R I D G E 東京都港区赤坂一丁目11番44号

㈱ グ ル コ ー ス 東京都港区六本木五丁目18番２号

㈱ N A V I C U S 東京都千代田区神田練塀町73

②　子会社

事 業 区 分 使 用 人 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減

プ レ ス リ リ ー ス 配 信 事 業 114（100）名 －（14名増）

そ の 他 87（1）名 1名減（－）

全 社 （ 共 通 ） 14（22）名 2名減（4名増）

合 計 215（123）名 3名減（18名増）

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

128（122）名 1名減（18名増） 30.8歳 3.9年

(7) 使用人の状況（2026年２月28日現在）

①　企業集団の使用人の状況

（注）１. 使用人数は正社員の期末在籍者数であり、臨時雇用者数（契約社員、アルバイト、人材会社からの派

遣社員を含む）は、年間の平均人員（１日８時間換算）を（　）外数で記載しております。

２. 全社（共通）は、当社管理部門の使用人数であります。

②　当社の使用人の状況

（注）１. 使用人数は正社員の期末在籍者数であり、臨時雇用者数（契約社員、アルバイト、人材会社からの派

遣社員を含む）は、年間の平均人員（１日８時間換算）を（　）外数で記載しております。

２. 平均年齢及び平均勤続年数は、正社員の期末在籍者数を基に算出しております。

(8) 主要な借入先の状況（2026年２月28日現在）

該当事項はありません。

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。
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株式の状況

①　発行可能株式総数 40,000,000株

②　発行済株式の総数 13,533,303株 （自己株式25,168株を含む。）

③　株主数 12,347名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 式 会 社 ベ ク ト ル 7,095,400株 52.53％

山 口 拓 己 829,011 6.14

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 706,900 5.23

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 474,900 3.52

BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) 312,391 2.31

上 田 八 木 短 資 株 式 会 社 216,200 1.60

J P M S L L C  C L I E N T  A S S E T S  S K  J P Y 215,248 1.59

I N T E R A C T I V E  B R O K E R S  L L C 145,800 1.08

三 島 映 拓 121,959 0.90

Ｊ Ｐ モ ル ガ ン 証 券 株 式 会 社 118,798 0.88

株 式 数 交 付 対 象 者 数

取 締 役 （ 社 外 取 締 役 を 除 く ） 11,846株 ２名

社 外 取 締 役 －株 －名

監 査 役 －株 －名

２．会社の現況

(1) 株式の状況（2026年２月28日現在）

④　大株主

（注）持株比率は、発行済株式の総数から自己株式（25,168株）を控除して計算しております。

⑤　当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況

（注）当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告「２．(3)④　取締役及び監査役の報酬等」に記載して
おります。

⑥　その他株式に関する重要な事項

　該当事項はありません。
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新株予約権等の状況

区 分 新 株 予 約 権 の 内 容

発 行 決 議 日 2021年４月13日

新 株 予 約 権 の 数 390個

新 株 予 約 権 の 目 的 と な る
株 式 の 種 類 と 数

普通株式　　　  39,000株

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 39,000円

新 株 予 約 権 の 行 使 に 際 し て
出 資 さ れ る 財 産 の 価 額

新株予約権１個あたり　375,000円
(１株あたり　  3,750円)

権 利 行 使 期 間
2027年６月１日から
2033年４月30日まで

行 使 の 条 件 （注）

新 株 予 約 権 の 割 当 対 象 者
及 び 割 当 個 数

当社取締役　１名　390個

(2) 新株予約権等の状況

① 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予

約権の状況

　該当事項はありません。

② 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況

　該当事項はありません。

③ その他新株予約権等の状況

第５回新株予約権
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新株予約権等の状況

（注）新株予約権の主な行使条件は次のとおりであります。

(1)新株予約権者は、2025年２月期から2027年２月期のいずれかの事業年度において、有価証券報告書

に記載される連結損益計算書において、営業利益が次の各号に掲げる条件のいずれかを満たしてい

る場合に、割り当てられた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を

行使することができる。なお、営業利益の判定において、国際財務報告基準の適用等により参照す

べき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるも

のとする。また、行使可能割合の計算において、新株予約権の行使可能な本新株予約権の数に１個

未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。

(a)2,800百万円を超過した場合：割り当てられた本新株予約権のうち50％

(b)3,150百万円を超過した場合：割り当てられた本新株予約権のうち75％

(c)3,500百万円を超過した場合：割り当てられた本新株予約権のうち100％

(2)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役の地位にあることを要す

る。ただし、正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

(3)新株予約権者が死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。

(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過

することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(5)各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。
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新株予約権等の状況

区 分 新 株 予 約 権 の 内 容

発 行 決 議 日 2023年５月25日

新 株 予 約 権 の 数 460個

新 株 予 約 権 の 目 的 と な る
株 式 の 種 類 と 数

普通株式　　　  46,000株

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 414,000円

新 株 予 約 権 の 行 使 に 際 し て
出 資 さ れ る 財 産 の 価 額

新株予約権１個あたり　142,600円
(１株あたり　  1,426円)

権 利 行 使 期 間
2026年６月１日から
2031年５月31日まで

行 使 の 条 件 （注）

新 株 予 約 権 の 割 当 対 象 者
及 び 割 当 個 数

当社取締役　１名　460個

第７回新株予約権

（注）新株予約権の主な行使条件は次のとおりであります。

(1)新株予約権者は、2026年２月期における有価証券報告書に記載された連結損益計算書の営業利益の

額が2,500百万円を超過している場合に限り、本新株予約権を行使することができる。なお、営業利

益の判定において、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった

場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。

(2)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役の地位にあることを要す

る。ただし、正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

(3)新株予約権者が死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。

(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過

することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(5)各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。
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新株予約権等の状況

区 分 新 株 予 約 権 の 内 容

発 行 決 議 日 2023年７月13日

新 株 予 約 権 の 数 958個

新 株 予 約 権 の 目 的 と な る
株 式 の 種 類 と 数

普通株式　　　  95,800株

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 287,400円

新 株 予 約 権 の 行 使 に 際 し て
出 資 さ れ る 財 産 の 価 額

新株予約権１個あたり　142,700円
(１株あたり　  1,427円)

権 利 行 使 期 間
2027年６月１日から
2031年５月31日まで

行 使 の 条 件 （注）

新 株 予 約 権 の 割 当 対 象 者
及 び 割 当 個 数

当社取締役　　１名　148個
当社使用人　　58名　706個
子会社取締役　４名　 80個
子会社使用人　12名　 24個

第９回新株予約権

（注）新株予約権の主な行使条件は次のとおりであります。

(1)新株予約権者は、2025年２月期から2027年２月期のいずれかの事業年度において、有価証券報告書

に記載された連結損益計算書における営業利益の額が次の各号に掲げる条件のいずれかを充たして

いる場合に、当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。なお、上

記における営業利益の判定において、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重

要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。また、行

使可能割合の計算において、新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に１個未満の端数が生じ

る場合は、これを切り捨てた数とする。

(a)2,800百万円を超過した場合：割り当てられた本新株予約権のうち50％

(b)3,150百万円を超過した場合：割り当てられた本新株予約権のうち75％

(c)3,500百万円を超過した場合：割り当てられた本新株予約権のうち100％

(2)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役

または従業員の地位にあり、かつ、本新株予約権の行使時において当社または当社関係会社におけ

る在任年数／勤続年数（企業買収により当社子会社の役員または従業員となった場合は、買収の効

力発生日またはクロージング日からの在任年数／勤続年数）が５年以上であることを要する。ただ

し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、こ

の限りではない。また、割当契約書にてベスティング条項を設定する。
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新株予約権等の状況

区 分 新 株 予 約 権 の 内 容

発 行 決 議 日 2023年７月13日

新 株 予 約 権 の 数 958個

新 株 予 約 権 の 目 的 と な る
株 式 の 種 類 と 数

普通株式　　　  95,800株

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 862,200円

新 株 予 約 権 の 行 使 に 際 し て
出 資 さ れ る 財 産 の 価 額

新株予約権１個あたり　142,700円
(１株あたり　  1,427円)

権 利 行 使 期 間
2026年６月１日から
2031年５月31日まで

行 使 の 条 件 （注）

新 株 予 約 権 の 割 当 対 象 者
及 び 割 当 個 数

当社取締役　　１名　148個
当社使用人　　58名　706個
子会社取締役　４名　 80個
子会社使用人　12名　 24個

(3)新株予約権者が死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。

(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過

することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(5)各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

第10回新株予約権
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新株予約権等の状況

（注）新株予約権の主な行使条件は次のとおりであります。

(1)新株予約権者は、2026年２月期における有価証券報告書に記載された連結損益計算書の営業利益の

額が2,500百万円を超過している場合に限り、本新株予約権を行使することができる。なお、営業利

益の判定において、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった

場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。

(2) 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役

または従業員の地位にあり、かつ、本新株予約権の行使時において当社または当社関係会社におけ

る在任年数／勤続年数（企業買収により当社子会社の役員または従業員となった場合は、買収の効

力発生日またはクロージング日からの在任年数／勤続年数）が５年以上であることを要する。ただ

し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、こ

の限りではない。また、割当契約書にてベスティング条項を設定する。

(3)新株予約権者が死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。

(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過

することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(5)各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

－ 35 －



2026/04/22 16:21:55 / 25287179_株式会社ＰＲ　ＴＩＭＥＳ_招集通知_電子提供措置用

会社役員の状況

会 社 に お け る 地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 山 口 拓 己
㈱グルコース　取締役
㈱NAVICUS　取締役

取 締 役 三 島 映 拓
PR本部長
㈱THE BRIDGE　取締役

取 締 役 鈴 木 啓 太 AuB㈱　代表取締役

取 締 役 小 澤 浩 子
サンコール㈱　社外取締役
九州旅客鉄道㈱　社外取締役

取 締 役 杉 本 哲 哉

㈱グライダーアソシエイツ　代表取締
役社長
㈱マゼランメディカル　代表取締役社
長

取 締 役 福 谷 尚 久

PwCアドバイザリー合同会社　シニア
アドバイザー
キエングローバル㈱　代表取締役兼
CEO

常 勤 監 査 役 髙 田 裕 久
髙田会計事務所　所長
㈱日水コン　社外取締役監査等委員

監 査 役 藤 田 利 之
㈱パワーエックス　執行役コーポレー
ト領域管掌CFO

監 査 役 南 知 果 法律事務所ZeLo

(3) 会社役員の状況

①　取締役及び監査役の状況（2026年２月28日現在）

（注）１. 取締役鈴木啓太氏、小澤浩子氏、杉本哲哉氏及び福谷尚久氏は、社外取締役であります。

２. 常勤監査役髙田裕久氏、監査役藤田利之氏及び南知果氏は、社外監査役であります。

３. 常勤監査役髙田裕久氏及び監査役藤田利之氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計

に関する相当程度の知見を有するものであります。

４. 監査役南知果氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有するもの

であります。

５. 当社は、取締役鈴木啓太氏、取締役小澤浩子氏、取締役杉本哲哉氏、取締役福谷尚久氏、常勤監

査役髙田裕久氏、監査役藤田利之氏及び監査役南知果氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役

員として指定し、同取引所に届け出ております。
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会社役員の状況

地 位 氏 名 担 当

執 行 役 員 山 田 真 輔 Jooto事業部長

執 行 役 員 竹 内 一 浩 Tayori事業部長

執 行 役 員 小 暮 桃 子
PR TIMES事業ユニット　第一営
業部長兼サポートチームマネー
ジャー

被 保 険 者 の 範 囲
当社　：取締役及び監査役
子会社：取締役

主 な 補 償 対 象 事 故 株主代表訴訟、法人有価証券賠償請求

保 険 料 負 担 全額当社負担

主 な 免 責 事 由 等
被保険者の背信行為、犯罪行為、詐欺的な行為、違法に得た私的利
益または便宜供与

６. 当社は執行役員制度を導入しております。取締役兼務者を除く2026年２月28日現在の執行役員は

以下のとおりであります。

②　責任限定契約の内容の概要

　当社と各社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423

条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任

の限度額は、法令の定める額としております。当該責任限定契約が認められるのは、当該社外

取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行において善意かつ重大な過失がないと

きに限られます。

③　役員等賠償責任保険契約に関する事項

　当社は会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を以下の内容で保険会

社と締結しております。
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会社役員の状況

区 分
報酬等の総額
（千円）

基本報酬
（千円）

譲渡制限付
株式報酬
（千円）

支給人員
（名）

取 締 役
（うち社外取締役）

117,657
(25,400)

91,160
(25,400)

26,497
(－)

6
(4)

監 査 役
（うち社外監査役）

15,375
(15,375)

15,375
(15,375)

－
(－)

4
(4)

合 計
（ う ち 社 外 役 員 ）

133,032
(40,775)

106,535
(40,775)

26,497
(－)

10
(8)

④　取締役及び監査役の報酬等

（注）１. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

２. 取締役の報酬限度額は、2021年５月26日開催の第16回定時株主総会において基本報酬は年額

200百万円以内（うち社外取締役は年額40百万円以内）として決議いただいており、当該株主

総会終結時点の取締役の員数は５名（うち社外取締役は２名）であります。また、2024年５月

29日開催の第19回定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬は年額120百万円以内（うち社

外取締役は年額24百万円以内）として決議をいただいており、当該株主総会終結時点の取締役

の員数は４名（うち社外取締役は２名）であります。譲渡制限付株式報酬には当事業年度にお

ける費用計上額を記載しております。

３. 監査役の報酬限度額は、2014年７月16日開催の臨時株主総会において年額20百万円以内と決議

いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は３名（うち社外監査役は２名）

であります。

⑤　取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

１．方針の決定方法

　個人別の報酬等の内容についての決定方針については、2021年４月13日開催の取締役会に

て決定しております。
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会社役員の状況

２．方針の概要

　取締役の報酬は、基本報酬と譲渡制限付株式報酬で構成されております。2021年５月26日

開催の第16回定時株主総会において、基本報酬は年額200百万円以内（うち社外取締役は年

額40百万円以内）、2024年５月29日開催の第19回定時株主総会において、譲渡制限付株式報

酬は年額120百万円以内（うち社外取締役は年額24百万円以内）として決議をいただいてお

ります。取締役の報酬水準は、社会情勢や市場水準、他社との比較等を考慮のうえ、当社に

おける経営の意思決定及び監督機能を十分に発揮するための対価として相応しい水準を設定

する方針としております。

　各取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬と譲渡制限付株式報酬により構成され、株

主総会で承認された報酬限度額の範囲内において定め、指名報酬委員会への諮問を行った

後、その答申内容に基づいて、取締役会にて決定しております。なお、社外取締役の報酬

は、基本報酬のみとしております。

⑥　社外役員に関する事項

１．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

① 取締役鈴木啓太氏は、AuB株式会社の代表取締役であります。当社と兼職先との間には

取引関係がありますが、取引額は当社の連結売上高の１％未満で僅少であり重要な事項

はありません。

② 取締役小澤浩子氏は、サンコール株式会社及び九州旅客鉄道株式会社の社外取締役であ

ります。当社と各兼職先との間には取引関係がありますが、取引額は当社の連結売上高

の１％未満で僅少であり重要な事項はありません。

③ 取締役杉本哲哉氏は、株式会社グライダーアソシエイツ及び株式会社マゼランメディカ

ルの代表取締役社長であります。当社は株式会社グライダーアソシエイツとの間に取引

関係がありますが、取引額は当社の連結売上高の１％未満で僅少であり重要な事項はあ

りません。

④ 取締役福谷尚久氏は、PwCアドバイザリー合同会社のシニアアドバイザーであります。

また、キエングローバル株式会社の代表取締役兼CEOであります。当社と各兼職先との

間には特別の関係はありません。

⑤ 監査役髙田裕久氏は、髙田会計事務所の所長であります。また、株式会社日水コンの社

外取締役監査等委員であります。当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。

⑥ 監査役藤田利之氏は、株式会社パワーエックスの執行役CFOであります。当社と兼職先

との間には特別の関係はありません。

⑦ 監査役南知果氏は、法律事務所ZeLoに所属する弁護士であります。当社と兼職先との間

には特別の関係はありません。
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会社役員の状況

氏 名
主な活動状況及び社外取締役に期待される

役割に関して行った職務の概要

取締役 鈴 木 啓 太

当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回（出席

率100％）に出席いたしました。

プロアスリートや経営者としての幅広い経験や見識を有

しており、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保

するための発言を行っております。

取締役 小 澤 浩 子

当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回（出席

率100％）に出席いたしました。

経営者としての幅広い経験やダイバーシティに関する知

見を有しており、取締役会の意思決定の妥当性・適正性

を確保するための発言を行っております。また、任意の

指名報酬委員会の委員長として、当事業年度に開催され

た委員会５回の全てに出席し、上記の経験や知見に基づ

き、役員の後継者計画や役員報酬の内容、役員指名の方

針等に関して積極的に意見を述べるなど、これらの客観

性及び透明性のより一層の向上に貢献しました。

取締役 杉 本 哲 哉

2025年５月27日就任以降、当該事業年度に開催された取

締役会10回のうち10回（出席率100％）に出席いたしまし

た。

グローバル化や競合との経営統合を推し進めた上場企業

経営の手腕、社会課題に対する鋭敏な感覚と見識、幅広

い事業経験に基づく的確な判断から、取締役会の意思決

定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っており

ます。また、任意の指名報酬委員会の委員として、就任

以降に開催された委員会４回の全てに出席し、上記の経

験や知見に基づき、役員の後継者計画や役員報酬の内

容、役員指名の方針等に関して積極的に意見を述べるな

ど、これらの客観性及び透明性のより一層の向上に貢献

しました。

２．当事業年度における主な活動状況
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会社役員の状況

氏 名
主な活動状況及び社外取締役に期待される

役割に関して行った職務の概要

取締役 福 谷 尚 久

2025年５月27日就任以降、当該事業年度に開催された取

締役会10回のうち10回（出席率100％）に出席いたしまし

た。

海外企業の大型案件から国内中堅・中小企業まで多種多

様なM&Aを成約に導いた経験、経営戦略の策定やガバナン

スの強化の知見を有しており、取締役会の意思決定の妥

当性・適正性を確保するための発言を行っております。

また、任意の指名報酬委員会の委員として、就任以降に

開催された委員会４回の全てに出席し、上記の経験や知

見に基づき、役員の後継者計画や役員報酬の内容、役員

指名の方針等に関して積極的に意見を述べるなど、これ

らの客観性及び透明性のより一層の向上に貢献しまし

た。

常　勤

監査役
髙 田 裕 久

当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回（出席

率100％）に出席いたしました。また、当事業年度に開催

された監査役会14回のうち14回（出席率100％）に出席い

たしました。

公認会計士としての専門的見地から、取締役会におい

て、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するた

めの助言、提案を行っております。また、監査役会にお

いて、監査に関する重要事項の協議や意見交換等を行っ

ております。
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会社役員の状況

氏 名
主な活動状況及び社外取締役に期待される

役割に関して行った職務の概要

監査役 藤 田 利 之

当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回（出席

率100％）に出席いたしました。また、当事業年度に開催

された監査役会14回のうち14回（出席率100％）に出席い

たしました。

公認会計士としての専門的見地に加えて事業会社の財務

責任者としての豊富な経験を有しており、取締役会の意

思決定の妥当性・適正性を確保するための助言、提案を

行っております。また、監査役会において、監査に関す

る重要事項の協議や意見交換等を行っております。

監査役 南 知 果

2025年５月27日就任以降、当該事業年度に開催された取

締役会10回のうち10回（出席率100％）に出席いたしまし

た。また、就任以降に開催された監査役会10回のうち10

回（出席率100％）に出席いたしました。

弁護士としての専門的見地に加えて執行側と監査側の経

験を有しており、取締役会の意思決定の妥当性・適正性

を確保するための助言、提案を行っております。また、

監査役会において、監査に関する重要事項の協議や意見

交換等を行っております。

（注）上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第26条第３項の規定に基づき、取

締役会の決議があったものとみなす書面決議が３回ありました。
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会計監査人の状況

報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 28,000千円

当社及び当社子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財
産上の利益の合計額

28,000千円

(4) 会計監査人の状況

①　名称　　東陽監査法人

②　報酬等の額

（注） 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法上の監査に対する報酬等の額と金融商品取引法上

の監査に対する報酬等の額を明確に区分しておらず、かつ、実質的にも区分できませんので、当事業年

度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

③　非監査業務の内容

　該当事項はありません。

④　会計監査人の報酬等の額について監査役会が同意した理由

　監査役会は、東陽監査法人の報酬について、会計監査人の監査の内容、会計監査の職務遂行

状況及び報酬見積り算出根拠などが適切であると判断し、これに同意いたしました。

⑤　会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合

は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたしま

す。

　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合

は、監査役会が監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役

会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任し

た旨と解任の理由を報告いたします。
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３．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
(1) 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要
　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の
適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

①　取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
１. 当社は、当社及び当社の子会社（以下、当社グループという）の役職員の職務執行が法令

及び定款に適合することを確保するため「コンプライアンス・ポリシー」を制定し、取締
役自らがこれを遵守するとともに、代表取締役がその精神を使用人に反復伝達します。

２. 当社は、コンプライアンス・リスク委員会、稟議制度、契約書類の法務審査制度、内部監
査及び法律顧問による助言等の諸制度を柱とするコンプライアンス体制を構築し、取締役
及び使用人の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保しております。

３. コンプライアンス・リスク委員会は、当社グループにおいて万が一不正行為が発生した場
合は、その原因究明、再発防止策の策定及び情報開示に関する審議を行い、その結果を踏
まえて委員会メンバーは、再発防止策の展開等の活動を推進します。

４. 法令違反その他のコンプライアンスに関する社内通報体制として、コンプライアンス内部
通報窓口を設け、「コンプライアンス内部通報規程」に基づき適切な運用を行います。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
１. 情報セキュリティについては「情報セキュリティ基本規程」に基づき、情報セキュリティ

に関する責任体制を明確化し、情報セキュリティの維持及び向上のための施策を継続的に
実施する情報セキュリティマネジメントシステムを確立します。情報セキュリティに関す
る具体的施策については、「情報セキュリティ委員会」で審議し、当社グループで横断的
に推進します。

２. 取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理については、「文書管理規程」、「個人情報
管理基本規程」、「インサイダー取引防止に関する規程」等の社内規程に基づき、文書ま
たは電磁的媒体に記録し、適切に保存及び管理します。

③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制
１. 当社は「コンプライアンス・ポリシー」を上位概念としながらも、「コンプライアンス・

リスク委員会」及び「事故・不祥事等対応規程」を設置、制定することで、潜在的リスク
の早期発見及び事故や不祥事等に対する迅速かつ適切な措置を講ずる体制の構築を進めて
おります。

２. 当社は、当社グループにおける防災計画の立案及び防災体制の整備等、防災全般に関する
諸事情の構築を推進すべく、事業継続計画を制定し、災害発生時の対応体制等を確立する
ことにより、災害による人的または物的被害を予防、軽減しております。
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④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
１. 取締役会は、原則として毎月１回開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、機動的な意

思決定を行っております。
２. 取締役会決議により、取締役の担当職務を明確化するとともに、「組織規程」及び「職務

権限規程」を制定し、取締役及び使用人の役割分担、業務分掌、指揮命令関係等を明確化
し、取締役の効率的な職務執行を図っております。

⑤　次に掲げる体制その他の当社並びにその親会社及びその子会社から成る企業集団における業
務の適正を確保するための体制
１. 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

当社グループの総合的かつ健全な発展を図り、業務の適正を確保するために、「グループ
会社管理規程」及び「職務権限規程」を制定し、子会社の事業運営に関する重要な事項に
ついては当社の承認を必要とすることとしております。

２. 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社グループは「グループ会社管理規程」に基づき、子会社の事業運営を管理し、事業の
適正を確保しております。また「コンプライアンス・リスク管理規程」に基づき、当社グ
ループが直面する様々なリスクを一元管理し、コンプライアンス・リスク委員会を設置し
てリスク管理体制を強化しております。

３. 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　当社グループの経営課題に対する共通認識を持ち、グループ企業価値最大化に向けた経営
を行うため、子会社に当社取締役を派遣する体制を採っております。

４. 子会社の取締役等及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための
体制

　当社グループは「コンプライアンス・ポリシー」を通じて、子会社の遵法体制その他業務
の適正を確保するための体制の整備に関する指導及び支援を行っております。

５. その他の当社並びにその親会社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確
保するための体制

　親子間取引における不適切な取引及び会計処理を防止するため、監査役会及び内部監査部
門が連携して監査体制を整備し、企業集団における業務の適正を確保しております。

⑥　監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項
　監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことの求めがあった場合は、可及的速やかに
適切な使用人を監査役付として配置するものとします。

⑦　監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
　取締役からの独立性を強化するため、監査役を補助すべき使用人の業績考課、人事異動、賞
罰の決定については事前に監査役の同意を得なければならないものとします。
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⑧　監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
　監査役の職務を補助する使用人は、他部門へ協力体制の確保を依頼できるものとします。ま
た、監査役の代理出席を含む必要な会議へ参加できるものとします。その他、必要な情報収集
権限を付与します。

⑨　次に掲げる体制その他の監査役への報告に関する体制
１．取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制
イ）当社は、取締役会のほか、その他重要会議体への監査役の出席を求めるとともに、業績

等会社の業務の状況を担当部門により監査役へ定期的に報告します。
ロ）監査役会は、原則として毎月１回開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、監査実施

状況等について情報交換及び協議を行うとともに、会計監査人から定期的に会計監査に
関する報告を受け、意見交換を行っております。

ハ）「コンプライアンス内部通報規程」に基づき、コンプライアンス内部通報窓口を設置し
ております。

２．子会社の取締役、監査役等及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が監査役に報
告をするための体制

イ）監査役は、子会社の稟議書や計算書類を閲覧し、必要に応じて子会社の取締役、使用人
等に説明を求めることができるものとします。

ロ）子会社の取締役、使用人等は、会社に著しい影響を及ぼすおそれのある事実を発見した
ときは、直ちに監査役に報告するものとします。

⑩　監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを
確保するための体制
　「コンプライアンス内部通報規程」において、通報者に不利益が及ばないよう配慮しており
ます。

⑪　監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務の執行
について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
　監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、当
該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を
処理するものとします。

⑫　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　代表取締役は、監査役会と定期的に情報交換を行うものとし、当社グループの経営の状況に
関する情報の共有化を図っております。
　監査役より稟議書その他の重要文書の閲覧の要請がある場合は、当該要請に基づき、担当部
門が直接対応し、その詳細につき報告を行います。
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⑬　財務報告の信頼性を確保するための体制
　当社グループの財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法その他適用のある国内
外の法令に基づき、評価、維持、改善等を行います。
　当社の各部門及び当社子会社は、自らの業務の遂行にあたり、職務分離による牽制、日常的
モニタリングを実施し、財務報告の適正性の確保に努めます。

⑭　反社会的勢力を排除する管理体制
　当社グループは「コンプライアンス・ポリシー」において、反社会的勢力との関係を持たな
いこと、及び会社の利益あるいは自己保身のために、反社会的勢力を利用しないことを基本方
針としております。
　また、反社会的勢力から不当要求を受けた場合には、組織全体で毅然とした態度で臨み、反
社会的勢力による被害の防止に努めております。
　具体的な対応方法としては、「反社会的勢力対応マニュアル」を制定し、上記基本方針を明
示するとともに、排除体制並びに対応方法を定めます。
　今後も所轄警察署並びに関係団体と連絡を密にして情報収集に努め、反社会的勢力の事前排
除ができる体制作りを進めていくとともに、社内研修等においてマニュアルで定めた内容等の
周知徹底を図り、実効性をもって運用できるよう、社員教育に努めてまいりたいと思っており
ます。

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当事業年度における当社グループの業務の適正を確保するための体制の運用状況は次のとおり
です。
①　取締役の職務執行
　当社は、取締役会規程に基づき、原則として月１回または必要に応じて臨時に取締役会を開
催しており、当事業年度においては定時取締役会を12回、臨時取締役会を１回開催しました。
定時取締役会では、月次決算及び業務に関する報告がなされており、取締役が相互に職務執行
状況の監視・監督を行うとともに、日常の業務執行の協議を活発に行うことにより、取締役会
の活性化及び業務の効率化を図っております。

②　監査役会による監視
　当社は、監査役会規程に基づき、原則として月１回または必要に応じて臨時に監査役会を開
催しており、当事業年度においては定時監査役会を12回、臨時監査役会を２回開催いたしまし
た。監査役会では、監査計画の策定及びその実施状況について定期的に情報を共有するととも
に、内部監査担当者及び会計監査人と随時意見交換や情報共有を行うほか、三者間で情報共有
を行うなど連携を図っております。
　また、常勤監査役は取締役会のほか、社内重要会議に出席するとともに、取締役から業務執
行状況について直接聴取を行い、業務執行の状況やコンプライアンスに関する問題点を日常業
務レベルで監視する体制を整備しており、経営監視機能の強化及び向上を図っております。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況、会社の支配に関する基本方針、剰余金の配当等の決定に関する方針

③　コンプライアンス体制の運用
　当社グループは、「コンプライアンス・ポリシー」に基づき、全ての役職員が法令遵守に努
めるとともに、コンプライアンス違反の早期発見及び未然防止を図るため、「コンプライアン
ス内部通報規程」に基づき、コンプライアンス内部通報窓口を社内に設置し、その運用を図っ
ております。

４．会社の支配に関する基本方針
　該当事項はありません。

５．剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社は、積極的かつ規律ある投資により、持続的な売上高の成長及び営業利益の拡大を両立する
方針は変わりませんが、これまでの堅実な実績に加え、将来にわたる成長可能性とキャッシュ・フ
ロー創出力の確立を踏まえ、株主の皆様へも確かな還元を示すことで、長期的かつ持続的な信頼関
係を強化したいと考え、DOE（株主資本配当率）２％以上を基準とした配当を継続して実施する方
針であります。
　当社は、DOE（株主資本配当率）を指標として採用することにより、自己資本の成長力を背景
に、配当額を業績や財務健全性と連動させる仕組みを運用してまいります。単なる一過性の配当で
はなく、資本収益性と財務健全性を背景に、これまで蓄積してきた利益の実績に応じて配当額を引
き上げる「累進配当」を志向し、成長投資と株主還元の両立を図ってまいります。
　なお、自己株式の取得については、投資戦略に柔軟な選択肢を持つため、一定株数を保有してお
りますが、従業員等の新株予約権の行使や譲渡制限付株式報酬の株式割当においては、新株を発行
する方針であります。
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連結貸借対照表

科 目 金 額 科 目 金 額

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形、売掛金及び契約資産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

工 具 、 器 具 及 び 備 品

リ ー ス 資 産

減 価 償 却 累 計 額

無 形 固 定 資 産

の れ ん

ソ フ ト ウ エ ア

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

出 資 金

敷 金 及 び 保 証 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他
　

9,608,820

8,308,150

975,627

373,139

△48,096

1,976,087

188,105

274,996

210,328

10,456

△307,675

321,977

64,517

257,164

295

1,466,004

23,336

122,323

529,888

330,994

459,461
　

流 動 負 債 2,308,113

支 払 手 形 及 び 買 掛 金 85,259

リ ー ス 債 務 647

未 払 法 人 税 等 964,631

契 約 負 債 351,548

賞 与 引 当 金 64,269

株 主 優 待 引 当 金 53,930

そ の 他 787,826

固 定 負 債 827

リ ー ス 債 務 737

そ の 他 90

負 債 合 計 2,308,941

純 資 産 の 部

株 主 資 本 9,135,620

資 本 金 471,561

資 本 剰 余 金 446,561

利 益 剰 余 金 8,269,459

自 己 株 式 △51,961

その他の包括利益累計額 2,056

その他有価証券評価差額金 2,056

新 株 予 約 権 137,628

非 支 配 株 主 持 分 662

純 資 産 合 計 9,275,966

資 産 合 計 11,584,908 負 債 純 資 産 合 計 11,584,908

連 結 貸 借 対 照 表

（2026年２月28日現在）
（単位：千円）

（注）記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書

(2025年３月１日から
2026年２月28日まで)

科 目 金 額

売 上 高 9,546,297

売 上 原 価 1,489,036

売 上 総 利 益 8,057,261

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,434,326

営 業 利 益 3,622,934

営 業 外 収 益

受 取 利 息 7,668

保 険 解 約 返 戻 金 3,806

償 却 債 権 取 立 益 1,940

そ の 他 1,125 14,540

営 業 外 費 用

支 払 利 息 807

出 資 金 運 用 損 17,175

支 払 手 数 料 4,530

情 報 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 費 1,707

そ の 他 2,024 26,245

経 常 利 益 3,611,230

特 別 損 失

投 資 有 価 証 券 評 価 損 117,469 117,469

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 3,493,760

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,222,015

法 人 税 等 調 整 額 △126,198 1,095,817

当 期 純 利 益 2,397,942

非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 60

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 2,397,882

連 結 損 益 計 算 書

（単位：千円）

（注）記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

(2025年３月１日から
2026年２月28日まで)

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

当連結会計年度期首残高 446,317 421,317 6,010,403 △51,616 6,826,422

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △138,826 △138,826

新 株 の 発 行 25,243 25,243 50,487

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

2,397,882 2,397,882

自 己 株 式 の 取 得 △345 △345

株主資本以外の項目の
当 連 結 会 計 年 度
変 動 額 （ 純 額 ）

当連結会計年度変動額合計 25,243 25,243 2,259,055 △345 2,309,197

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 471,561 446,561 8,269,459 △51,961 9,135,620

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

新 株 予 約 権 非支配株主持分 純 資 産 合 計そ の 他
有 価 証 券
評 価 差 額 金

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

当連結会計年度期首残高 3,528 3,528 73,946 601 6,904,499

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △138,826

新 株 の 発 行 50,487

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

2,397,882

自 己 株 式 の 取 得 △345

株主資本以外の項目の
当 連 結 会 計 年 度
変 動 額 （ 純 額 ）

△1,472 △1,472 63,682 60 62,269

当連結会計年度変動額合計 △1,472 △1,472 63,682 60 2,371,467

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 2,056 2,056 137,628 662 9,275,966

連結株主資本等変動計算書

（単位：千円）

（注）記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

－ 51 －



2026/04/22 16:21:55 / 25287179_株式会社ＰＲ　ＴＩＭＥＳ_招集通知_電子提供措置用

貸借対照表

科 目 金 額 科 目 金 額

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

前 払 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

工 具 、 器 具 及 び 備 品

リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

出 資 金

関 係 会 社 長 期 貸 付 金

敷 金 及 び 保 証 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金
　

9,160,703

7,906,693

858,556

319,375

123,864

△47,786

2,172,372

162,623

122,090

39,365

1,167

257,460

257,164

295

1,752,288

23,336

263,033

122,323

75,000

519,919

335,346

429,493

△16,163
　

流 動 負 債 2,133,080

買 掛 金 70,145

リ ー ス 債 務 647

未 払 金 321,224

未 払 費 用 61,552

未 払 法 人 税 等 937,054

預 り 金 19,487

契 約 負 債 350,202

賞 与 引 当 金 51,000

株 主 優 待 引 当 金 53,930

そ の 他 267,835

固 定 負 債 737

リ ー ス 債 務 737

負 債 合 計 2,133,817

純 資 産 の 部

株 主 資 本 9,059,573

資 本 金 471,561

資 本 剰 余 金 446,561

資 本 準 備 金 446,561

利 益 剰 余 金 8,193,412

そ の 他 利 益 剰 余 金 8,193,412

繰 越 利 益 剰 余 金 8,193,412

自 己 株 式 △51,961

評 価 ・ 換 算 差 額 等 2,056

その他有価証券評価差額金 2,056

新 株 予 約 権 137,628

純 資 産 合 計 9,199,258

資 産 合 計 11,333,075 負 債 純 資 産 合 計 11,333,075

貸　借　対　照　表

（2026年２月28日現在）
（単位：千円）

（注）記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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損益計算書

(2025年３月１日から
2026年２月28日まで)

科 目 金 額

売 上 高 8,559,237

売 上 原 価 1,060,504

売 上 総 利 益 7,498,733

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,063,442

営 業 利 益 3,435,290

営 業 外 収 益

受 取 利 息 7,974

関 係 会 社 貸 倒 引 当 金 戻 入 額 83,047

償 却 債 権 取 立 益 1,918

そ の 他 622 93,561

営 業 外 費 用

支 払 利 息 807

出 資 金 運 用 損 17,175

支 払 手 数 料 4,530

情 報 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 費 1,707

そ の 他 1,220 25,441

経 常 利 益 3,503,411

特 別 損 失

投 資 有 価 証 券 評 価 損 117,469 117,469

税 引 前 当 期 純 利 益 3,385,941

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,179,930

法 人 税 等 調 整 額 △73,474 1,106,456

当 期 純 利 益 2,279,484

損　益　計　算　書

（単位：千円）

（注）記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

(2025年３月１日から
2026年２月28日まで)

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自 己 株 式
資 本 準 備 金 資本剰余金合計

その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

当 期 首 残 高 446,317 421,317 421,317 6,052,754 6,052,754 △51,616

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △138,826 △138,826

新 株 の 発 行 25,243 25,243 25,243

当 期 純 利 益 2,279,484 2,279,484

自 己 株 式 の 取 得 △345

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 25,243 25,243 25,243 2,140,657 2,140,657 △345

当 期 末 残 高 471,561 446,561 446,561 8,193,412 8,193,412 △51,961

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等

新 株 予 約 権 純 資 産 合 計
株 主 資 本 合 計

そ の 他
有 価 証 券
評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 6,868,773 3,528 3,528 73,946 6,946,248

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △138,826 △138,826

新 株 の 発 行 50,487 50,487

当 期 純 利 益 2,279,484 2,279,484

自 己 株 式 の 取 得 △345 △345

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

△1,472 △1,472 63,682 62,209

当 期 変 動 額 合 計 2,190,800 △1,472 △1,472 63,682 2,253,009

当 期 末 残 高 9,059,573 2,056 2,056 137,628 9,199,258

株主資本等変動計算書

（単位：千円）

（注）記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査報告

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 稲 野 辺 　 研
指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 石 川 裕 樹
指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 林 　 隆 二

独立監査人の監査報告書
2026年４月17日

株式会社ＰＲ ＴＩＭＥＳ
取締役会　御中

東陽監査法人
東京事務所

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ＰＲ　ＴＩＭＥＳの2025年３月１日から
2026年２月28日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株
主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、株式会社ＰＲ　ＴＩＭＥＳ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産
及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し
開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人
はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類に係る会計監査報告

－ 55 －



2026/04/22 16:21:55 / 25287179_株式会社ＰＲ　ＴＩＭＥＳ_招集通知_電子提供措置用

連結計算書類に係る会計監査報告

　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した
監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎と
なる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書に
おいて連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事
項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の
結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企
業として存続できなくなる可能性がある。
・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計
算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監
査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する
指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため
の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以　上
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指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 稲 野 辺 　 研
指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 石 川 裕 樹
指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 林 　 隆 二

独立監査人の監査報告書
2026年４月17日

株式会社ＰＲ ＴＩＭＥＳ
取締役会　御中

東陽監査法人
東京事務所

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ＰＲ ＴＩＭＥＳの2025年３月１日
から2026年２月28日までの第21期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているもの
と認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し
開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

計算書類に係る会計監査報告
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成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した
監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を
検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事
項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の
結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続
企業として存続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類
等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項
について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため
の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監　査　報　告　書

　当監査役会は、2025年３月１日から2026年２月28日までの第21期事業年度における取締役の

職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作

成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果

について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報

告を受け、必要に応じて説明を求めました。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等

に従い、電話回線又はインターネット等を経由した手段も活用しながら、取締役、内部監

査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めると

ともに、以下の方法で監査を実施いたしました。

①取締役会その他重要な会議に状況に応じてオンライン形式も活用しながら出席し、取締

役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求

め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社において業務及び財産の状況を調査いたしまし

た。また、子会社については、子会社の取締役と意思疎通及び情報の交換を図り、必要

に応じて子会社に関する事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す

るための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保する

ために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に

関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システ

ム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告

を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第５号イの留意した事項及び同号ロの

判断及び理由については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容に

ついて検討を加えました。

④会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証

するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて

説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保す

るための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基

準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を

求めました。
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　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対

照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計

算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）につ

いて検討いたしました。

２．監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示している

ものと認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実

は認められません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内

部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘

すべき事項は認められません。

④事業報告に記載されている親会社等との取引について、当該取引をするに当たり当社の

利益を害さないように留意した事項及び当該取引が当社の利益を害さないかどうかにつ

いての取締役会の判断及びその理由について、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人東陽監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

　会計監査人東陽監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

常勤監査役（社外監査役） 髙 田 裕 久 ㊞

監 査 役（社外監査役） 藤 田 利 之 ㊞

監 査 役（社外監査役） 南 　 知 果 ㊞

2026年４月20日

株式会社　ＰＲ ＴＩＭＥＳ 監査役会

　
以　上

－ 60 －
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地図

交通 ▶東京メトロ銀座線・南北線「溜池山王」駅14番出口より徒歩１分
※迷いやすいため、ご注意ください。
(1)溜池山王駅「14番出口」が最寄りですが、改札から出口まで徒歩5
分程です。
(2)「14番出口（地下2F）」に着きましたら、エスカレーターまたは
エレベーターで地上（1F）にお進みください。
　※地下1F直通の「赤坂インターシティAIR」は別の建物です。誤っ
て入らないようご注意ください。
(3)地上に出て、植木のある細い道路を挟んだ向かい側に見える薄オ
レンジ色のビルが「赤坂インターシティ」です。
　※大きな通り（六本木通り）沿いではありません。
(4)正面玄関は一つだけで、手前にPR TIMESロゴがございます。

株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

住所：東京都港区赤坂一丁目11番44号　赤坂インターシティ８階
株式会社ＰＲ　ＴＩＭＥＳ　本社オフィス内
電話番号　03-5770-7888

溜池山王駅 新霞が関ビル

霞が関ビル

金融庁

特許庁
９番出口

外堀通り

環
状
二
号
線

14番出口（直結）

六
本
木
通
り

アメリカ合衆国
大使館

JTビル

虎の門病院

虎ノ門
2丁目タワー

ＡＮＡインター
コンチネンタル

ホテル

溜池交差点

第二虎ノ門ビル

赤坂インターシティ

赤坂インターシティAIR
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